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地方自治法第１９９条第４項及び第７項の規定により実施した、定期監査及び財政援助団体等

監査に関する監査結果について、同条第９項に基づき別添のとおり公表する。
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五所川原市代表監査委員 小田桐 宏之
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五所川原市監査委員 一 戸 久 男

（公印省略）

令和５年度定期監査及び財政援助団体等監査の結果について

地方自治法第１９９条第４項及び同条第７項の規定により実施した、令和５年度定期監査及び

財政援助団体等監査について、同条第９項の規定に基づき提出します。



監査結果報告

第１ 監査の種類

地方自治法第１９９条第４項の規定による定期監査（財務監査）

第２ 監査の対象

○建設部

土木課、都市・交通課、建築住宅課

○上下水道部

経営管理課、水道課（浄水管理室を含む）、下水道課

○選挙管理委員会

第３ 監査の実施内容

本監査は、令和４年度から令和５年度（一部のみ）の財務に関する事務の執行を主に監査

を実施した。監査にあたっては、関係帳簿及び書類の提出を求め、必要に応じて関係職員から

事情を聴取するなどし、所管する事務事業が法令等に準拠し、適正かつ効率的に執行されてい

るかを主眼として、五所川原市監査基準に則り公正な監査方法により実施した。

第４ 監査の期間

令和５年１１月２７日から令和６年２月２０日まで

第５ 主な監査項目

調定書及び領収済通知書、使用料及び手数料に係る関係書類（歳入）、歳出に係る各種伝票、

委託料、使用料及び賃借料、工事請負費（技術的な視点による監査を除く）、負担金補助及び

交付金を主とした関係書類、公金の管理状況

第６ 監査の主な着眼点

（１）歳入・歳出に係る事務処理、書類の保管が適正に行われているか

（２）契約事務の執行が適正に行われているか

（３）公金の管理が適正に行われているか

第７ 監査の結果

監査の結果、財務に関する事務は概ね適正に行われていると認められた。

監査にあたって見られた軽易な事項については、各課に対し口頭により改善検討を求めたた

め記載を省略する。


